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経
営
者
の
皆
さ
ん
，「
事
業
承
継
」
の
対
策
は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？ 

相
続
は
，
誰
も
が
一
度
は
経
験
す
る
出
来
事
で
す
。 

た
だ
，「
争
族
」
と
い
う
漢
字
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
，

親
族
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
や
す
い
問
題
で
す
。 

「
争
族
」
に
な
ら
な
い
よ
う
，
今
回
は
相
続
の
準
備
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。 

 

 
 「

う
ち
は
お
金
が
な
い
か

ら
。
」，「
う
ち
は
大
丈
夫
。」
と

思
っ
て
い
た
の
に
，
い
ざ
相
続

が
始
ま
っ
た
ら
，
ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
相

談
が
非
常
に
多
い
で
す
。
「
争

続
」
と
な
る
の
に
財
産
額
は
関

係
あ
り
ま
せ
ん
。
「
残
さ
れ
た

家
族
に
仲
良
く
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
い
う
の
は
誰
し
も
共

通
の
希
望
で
す
。
「
争
続
」
の

最
大
の
原
因
は
，
生
前
の
準
備

が
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と

で
す
。
逆
に
言
え
ば
，
き
ち
ん

と
準
備
さ
え
で
き
て
い
れ
ば

「
争
続
」
を
回
避
で
き
ま
す
。 

手
始
め
に
，
遺
言
書
を
作
成
す
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
予
め
，
遺
言

書
を
作
っ
て
，
誰
に
ど
の
財
産
を
渡

す
か
を
決
め
て
お
け
ば
，
ト
ラ
ブ
ル

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
，

次
に
あ
て
は
ま
る
人
は
，
ト
ラ
ブ
ル

に
な
り
や
す
い
の
で
，
専
門
家
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
，
遺
言
書
を
作

成
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

遺
言
執
行
者
を
弁
護
士
に
す
れ
ば
，

更
に
安
心
で
す
ね
。 

 

 

経
営
者
の
方
は
，「
事
業
承
継
」
の
準
備
も

必
須
で
す
。
経
営
者
の
相
続
で
は
，
後
継
者

争
い
や
経
営
資
産
の
承
継
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
事
業
承
継
に
は
，

後
継
者
の
資
質
・
能
力
の
向
上
、
税
金
の
負

担
軽
減
、
株
式
の
分
配
、
既
存
の
役
員
・
従

業
員
の
士
気
低
下
の
防
止
、
後
継
者
以
外
の

親
族
間
の
争
い
の
防
止
な
ど
た
く
さ
ん
の
課

題
が
あ
り
ま
す
。 

  

ト
ラ
ブ
ル
の
最
大
の
原
因
は
準
備
不
足
で
す
。 

事
業
承
継
は
一
朝
一
夕
に
実
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
円
滑
な
事
業
承
継
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
，

事
業
承
継
プ
ラ
ン
の
作
成
を
は
じ
め
と
し
た
，
入
念
な

準
備
が
不
可
欠
で
す
。 

当
事
務
所
は
，
中
小
企
業
庁
か
ら
経
営
革
新
等
支
援
機

関
の
認
定
も
受
け
て
お
り
，
事
業
承
継
に
つ
き
ま
し
て

も
全
力
で
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

 

 

仲の良かった家族が，相続を機にトラブルになるケース

は，珍しくありません。残された家族にトラブルの種を残

さないためにも，相続の準備は絶対に必要です！ 

当事務所では，円満な相続をお手伝いするため，無料で

相続診断を行っております。お気軽にご利用ください。 

電話番号 ０４７－４９８－５８８０ 

https://kamagaya-law.com 

 

□子供がいない夫婦 

□前配偶者との間の子供

がいる。 

□遺言書を自分で作成し

ている。 

□財産の中心が不動産 

 である。 

 

遺
言
書
を
自
筆
で
作
成
し
て
も
，

必
ず
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
で
き
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
，
裁
判
所
の
検
認
が
必
要
と

な
る
な
ど
，
手
続
が
非
常
に
頓
雑
で 

す
。 

 

こ
れ
に
対
し
，
公
正
証
書
遺
言
は
，

公
証
役
場
で
公
証
人
が
作
成
し
，
原

本
が
公
証
役
場
に
保
管
さ
れ
る
の

で
，
信
用
性
が
高
く
，
裁
判
所
の
検

認
も
不
要
で
す
。 

 

家
族
の
た
め
を
思
っ
て
作
っ
た
遺

言
が
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ
す
こ
と

が
な
い
よ
う
，
遺
言
書
は
必
ず
公
正

証
書
で
作
り
ま
し
ょ
う
。 

「相続」が「争族」とならないために… 

無料相続診断実施中 
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改めまして，皆さんこんにちは 

灼熱地獄のような毎日が続いていますが，いかが

お過ごしでしょうか？ 

皆様の温かいご支援のおかげで，当事務所は９

月に開業９年目を迎えます。 

当事務所のコンセプトは，「街の診療所のような，

親しみやすい法律事務所」です。皆様の身近な，

地域に根付いた法律事務所として，今後もがん

ばっていきます。 

皆様に身近に感じていただきたく，近況，お役立

ち 

 

ち情報，弊所主催の相談会等の情報をお伝えする

ため，事務所通信を不定期で発行します。 

今回は，創刊号で，相続の特集を組みました。相

続は，誰もが一度は経験するものですが，家族間

の話し合いなので，話題にし難い部分もあります。

今回の特集が，相続を考えるきっかけになればと

思います。 

弁護士は相続の専門家です。また，相続以外のビ

ジネス，日常生活にまつわるトラブルについても，

お気軽にご相談下さい。 

      
皆さん，こんにちは。かまがや総合法律事務

所代表弁護士の飯嶋孝明です。 

日常生活，ビジネスを問わず，現代社会では

思いもかけないトラブルに遭遇することがあり

ます。トラブルは，病気と似ていて，初期対応

をきちんとすれば，大ごとにならないうちに解

決できます。ですが，放置すると取り返しのつ

かない事態になることも多いです。 

トラブルには，早めの相談と対応が絶対に必

要です。当事務所では，どんなお困り事でも，

迅速・丁寧に対応させて頂きます。また，トラ

ブルに遭遇する前よりも幸せになるためのプ

ラスの解決を目指します。 

今後とも，よろしくお願い致します。 

かまがや総合法律事務所 

〒２７３－０１０７ 

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－７－３０－３F 

初回４５分相談料無料 

https://kamagaya-law.com 

info@kamagaya-law.com 

 

 

事務所通信を創刊しました 

事務所のご紹介 

当事務所は，地域密着型の，気軽に相談に来

られる法律事務所がコンセプトです。皆様が

気軽に相談できるよう，相談しやすい雰囲気

を心掛けています。 

明るい相談室，柔ら

かい雰囲気で，皆様

のお話をお伺いいた

します。 

当事務所は，鎌ケ谷

市役所の近くにあり 

 
ます。また，私鉄各

線の新鎌ケ谷駅から

徒歩４分のアクセス

です。駐車場もあり

ます。 

何かお困りの時に

は，お気軽にお声か

けください！ 

TEL  047-498-5880 
電話受付 平日９時～１８時 

相談は，時間外も対応いたします。 

 

 


